
実践勉強会 実施レポート           

大田区薬剤師会大森ブロック保険学術部 

                     田中敏郎、佐川雅夫、中畔勇一 

エーザイ株式会社 共催 

 

「薬事法・薬剤師法の改正が与える薬剤師業務への影響」 

～服薬指導を中心として～ 

東邦大学薬学部医療薬学教育センター 薬事法学研究室 准教授 

 秋本 義雄 先生 

 

参加 60名 

 

アサヒ薬局医大前店         中畔、豊田、八巻 

アサヒ調剤薬局           桑原 

アサヒ薬局             中畔、内田 

アサヒ薬局本店           天野 

東邦大学医療センター大森病院    西澤、椿原、小河原、志村、大島 

大森赤十字病院           大波、飯行、市川、遠藤、博田、池末、甘利、 

高田、平岩、大橋  

ハナブサ薬局 2号店         尾花 

平井薬局              藤巻 

コーコク薬局            松原、田辺 

すみれ調剤薬局           平賀、武者 

三澤薬局              三澤 

長栄堂薬局             嶋田、塚越 

山王薬局 1丁目店          安藤 

サガワ薬局             佐川、小野木 

森ヶ崎薬局             木村 

さがわ薬局             宇津木 

美原薬局              古川 

ハナブサ薬局            秋元、宮崎 

いけがみ薬局            佐野 

上池薬局              杉原 

ひまわり調剤薬局          曽我 

大森会曽薬局            岡川 

ひろみ薬局             井出、増田 



美原薬局平和島店          赤間、田中 

個人会員              引地 

東京労災病院            嶋田 

ナガエ薬局             小林 

スマイル薬局池上店         及川、久保田、山崎 

みのる薬局             押切 

江島薬局              江島、浅野 

牧田総合病院            佐藤、大塚 

げんき薬局             粂川 

 

 

質疑応答 

Q．薬剤服用歴管理指導料の算定条件を全て満たせば、算定してよいということか 

A．法律で求められているのはもっと細かい内容である。算定条件を満たしているから OK

か？ということを見直すことが必要 


